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2017年 1月 20日 に、我が回の名古屋議定書の下で

の国内措置となる「遺伝資源の取得の機会及びその利

用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針

(案)」
キ1(以

下、指針 (案))が公表され、2月 18日 まで

の間、パブリックコメントが実施された。

本稿では、指針 (案 )の検討の経緯、指針 (案 )の浮ll要、

今後のスケジュール等について概説する。なお、パブ

リックコメントに際しては、バイオインダス トリー協

会 (」BA)か らも意見・
2を

提出したが、その紹介や、指

針 (案 )|こ 示された措置に対応する際の留意点等は別の

機会に譲りたい。

1.経緯

(1)名古屋議定書の概要

2010年 10月 の生物多様性条約 (CBD)第 10回締約

国会議 (COP10)で 、「生物の多様性に関する条約の遺

伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公

正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」
*3(以

下、名

古屋議定書または議定書)が採択された。この名古屋

議定書は、2014年 10月 12日 に発効し、2017年 3月

14日 現在、締約国が 93カ 国・地域に達している
*4。

この名古屋議定書は、遺伝資源の利用から生ずる利

益の公正かつ衡平な配分を目的とし、締約国に以下の

ことを求めている。

①遺伝資源提供国としての義務

遺伝資源へのアクセスと利益配分 (Access and

Beneit Sharing:ABS)に 関する措置を整備 し、

それを、CBD事務局のウェブに設けられた情報交

換センターであるABSク リアリングハウス lABS―

CH)|こ公開すること(た だし、ABS措置を設けない

という選択肢を取ることもできる)。

② 遺伝資源利用国としての義務

自国の管轄下で利用される遺伝資源が、当該遺

伝資源の提供国のABS措置に従い、情報に基づく

事前の同意 (PriOr infOrmed cOnsent:PIC)を 取得

し、相互に合意する条件 (Mutually agreed terms:

ⅢIAT)が設定された上で、適切に取得されたもので

あることをモニタリングするための措置 (利用国連

守措置)を設けること。

なお、提供国ABS措箇も利用回遵守措置も「立法上、

行政上又は政策上の措置」と、その形は各国が選択で

きることとなっている (図 )。

(2)我が国の国内措置の検討状況

この名古屋議定書の下での国内措置について、我が

日では、2012年 9月 に環境省の下に「名古屋議定書に

係る国内措置のあり方検討会」(以下、あり方検討会)

が設置され、産業界および学術界の有識者等が、日本

にふさわしい国内措置のあり方について検討した。こ

のあり方検討会は、2014年 3月 まで計 16回開催され、

その報告書は環境省のウェブに公開されている*5。

その後、国内措置については関係省庁間で検討され、

その結果が本年 1月 20日 に指針 (案 )と して公表され
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て、2月 18日 までの間、意見

募集 (パブリックコメント)が実

施された。

2 指針 (案 )の la九要

以下、指針 (案)の概要を説明

する。なお、指針 (案 )「第 4章

我が区Iに 存する遺伝資腺の取

得の機会の提供」には、我が国

としては提供国 ABS措置をと

らないことが規定 されている。

したがって、以下 に説明する

概要は、利用国連守措置に関

するものである。

理 供鐵ABS鶴内擢置」等
の難偏ととABS・C用へり■`掘

に対する
の整備

講可EIPIC,の発出と、
興櫛設定lMA可うの増露

選伝資源等の利用&移転

図 名古屋議定書の中寺徴

(2)指針 (案)の概要

以下に、指針 (案 )の概要を説明するが、以下の説明

は、現時点での (案 )に対する」BAの理解に基づくも

のである。指針が施行された場合には、必ず施行され

(1)指 針 (案 )の構成

指針 (案 )の構成は、表の通 りである。

(注)*F「 のついた項目は、指針 lttlで は項目名が付けら

れていない。表に示 した項目名は、筆者が仮に付

けたものである (以下の説明においても、同様)。

奉AB囲内お■登撤■擁 い
という瑶舞磯もうとを

表 指針 (案 )の構成

名古屋議定書

くC8D事務周>
ABSク リアリング 'ハウス(ABS―C出 )の設置

(節 14条

'

く掘携口>
ABS田向摘置OД用

〔毎S17嗣 L〕

チェい′,ポイン
5,16.17祭 )

く野彗用剰>
国内違守雑霊り洒周

第 1章

第 1

第 2

第 3

第2章

第 1

第 2

第 3

第 4

総則

目的

定義

適用範囲

1 議定書適用外遺伝資源等

2 議定書適用外遺伝資源利用

提供国法令の遵守の促進に関する措置

遺伝資源の適法な取得に係る報告

1 取得者による報告

2 人の健康に係る緊急事態

3 輸入者等による報告

4 環境大臣による国際クリアリングハウス

ヘの情報の提供

5 環境大臣による情報の周知

遺伝資派に関連する伝統的な知識の適法な

取得に係る報告

報告の奨励

1 報告に係る指導及び助言

2 国際遵守証明書の固有の識別記号の公表

提供卜I法令の達反の申立てに係る協力

1 議定書の我が日以外の締約卜Iか ら提供

回法令の違反の申立てがあった場合
米

2 申立てをした議定書の我が国以外の締

約回への情報の提供
*

遺伝資源利用関連情報の提供の求め等

1 遺伝資源利用関連情報の提供の求め

2 遺伝資源利用関連情報の活用

避伝資源の取得の機会及びその利用から生ず

る利益の公正かつ衡平な配分に関するJノこ励

公正かつ衡平な利益配分

1 我が国に存する遺伝資源を提供する者が

努めること
*

2 我が
「

|に 存する遺伝資報を利用する者が

努めること
*

3 海外の遺伝資源等を利用する者が努める

こと*

遺伝資源の利用から生ずる利益の生物の多様

性の保全及び持続可能な利用への充当

締結する契約における規定を通じた当該契約

の実施に関する情報共有

契約の条項のひな形の作成等

行動規範、指針及び最良の実例又は基準

我が日に存する遺伝資腺の取得の機会の提供

国内における遺伝資源の取得に関する書類の

発給

主務大臣

第 5

第 3章

第 1

第 2

第 3

第 4

第 5

第 4革

第 5章

第 6章
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た指針に基づいて判断し行動 していただきたい。

1)第 1章 :総則

本章には、指針の目的、用語の定義、適用範囲が規

定されている。

<第 1章第 1:目 的>

この指針の目的は、「名古屋議定書の的確かつ円滑

な実施を確保し、もって生物多様性の保全及び持続

可能な利用に貢献すること」とされている。

<第 1章第2:定義>
ここには、指針で使われる以下の 3つの用語が定義

されている。なお、一部」BAの補足説明を加えた。

(1)「遺伝資源」:遺伝の機能的な単位を有する植物、

動物、微生物その他に由来する素材であって現

実の又は潜在的な価値を有するものをいう。

(2)「遺伝資源の利用」:遺伝資源の遺伝的又は生化

学的な構成に関する研究及び開発を行うことを

いう。

(3)「遺伝資源に関連する伝統的な知識」:生物の多

様性の保全及び持続可能な利用に関連する伝統

的な生活様式を有する先住民の社会及び地域社

会において伝統、風習、文化等に根ざして昔か

ら用いられている特有の知識のうち、遺伝資源

の利用に関連するものをいう。

(4)「 国際クリアリングハウス」:議定書第 14条 1に

規定する情報交換センターをいう。

・ [」BA補足説明]議定書外務省公定訳文では「取

得の機会及び利益の配分に関する情報交換セン

ター」とされておりt一般には「ABSク リアリ

ングハウス」とか「ABS‐CH」 とされているもの

である。

(5)「提供国」:議定書の我が国以外の締約国であっ

て遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的な知

識を提供する国をいう。

(6)「提供国法令」:議定書第15条 1又は第16条 1に

規定する提供国の国内の遺伝資源又は遺伝資源

に関連する伝統的な知識の取得の機会及び利益

の配分に関する法令であって、議定書第 14条

2(a)の 規定により国際クリアリングハウスに提

供されたものをいう。

・
[」BA補足説明]「国際クリアリングハウスに提供

されたもの」という条件が付いていることに留

意すべきである。

(7)「許可証等」:議定書第6条 3(e)の規定により発

給された詐可証又はこれに相当するものをい

う。

(8)「国際遵守証明書」:議定書第 17条 2に 規定す

る国際的に認められた道守の証明書として国際

クリアリングハウスに提供された計可証等をい

う。

<第 1章第 3:適用範囲>
〔第 1章第 3の 1:議定書適用外遺伝資源等〕

ここには、「議定書適用外遺伝資源等」として以下の

6つ が挙げられており、これらは指針の適用対象とは

ならないとされている。なお、「次に掲げるものその

他の」とあることから、以下の6つ に限定されるもの

ではないと解される。

(1)

(2)

核酸の塩基配列等の遺伝資源に関する情報 (遺

伝資源に関連する伝統的な知識に該当するも

のを除く)

人工合成核酸 (生物から取り出された断片を含ま

ないものに限る)

遺伝の機能的単位を有しない生化学的化合物

ヒトの遺伝資源

遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的な知

識であって、議定書が日本国について効力を生

ずる日前に提供国から取得されたもの

一般に遺伝資源の利用の目的以外の目的のため

に販売されている遺伝資源であって、遺伝資源

の利用を目的とせずに購入されたもの

(3)

(4)

(5)

(6)

〔第1章第3の 2:議定書適用外遺伝資源利用〕

ここには、議定書「第4条 国際協定及び国際文書と

の関係」に基づき、議定書の適用される遺伝資源の利

用に該当しない「議定書適用外遺伝資源利用」として、

「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際

条約J(ITPGRFA)が適用されるもの

が挙げられている。

なお、「(ITPGRFA)が適用されるものその他の」と

あることから、ITPGRFAに 限定されるものではない

と解される。
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2)第 2章 :提供国法令の遵守の促進に関する措置

本指針の柱は、環境大臣への、遺伝資源及び遺伝資

源に関連する伝統的知識 (以下、遺伝資源等)の適法な

取得に係る報告及び利用関連情報の提供である。これ

に関連する規定は、本章の「第 1:遺伝資源の適法な

取得に係る報告」、「第 2:遺伝資源に関連する伝統的

な知識の適法な取得に係る報告」、「第 5:遺伝資源利

用関連情報の提供の求め等」にあるので、それらを紹

介する。

① 遺伝資源等の適法な取得に係る報告及び利用関連情

報の提供

<第 2章第 1:遺伝資源の適法な取得に係る報告>
〔第 2章第 1の 1:取得者による報告〕

提供国法令が適用される遺伝資源 (議

定書適用外遺伝資源等を除く。以下

同じ)を取得して我が国に輸入した者

(以下「取得者」という)は、

当該遺伝資源に係る国際遵守証明書が

国際クリアリングハウスに掲載され

た場合には、

当該掲載がなされた日から6カ 月以

内に、

何   を 適法に取得したことを証する情報とし

て当該国際遵守証明書の側布の l`義別

記号を記載した様式第 1の報告書に

当該国際連守証明書の写し(個人又は

法人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報

は除くことができる。以下同じ)を添

えて

どうする

ただし、次の (1)(2)の いずれかの場合には、この限

りではない。

(1)取得者が、国際クリアリングハウスに国際道

守証明菩が掲載される前に、当該国際通守証

明書の固有の識別記号に代わる提供田法令が

適用される遺伝資源を適法に取得 したことを

証する情報として、次に掲げる事項を記載し

た様式第 2の報告書に許可証等の写し(個人又

は法人の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがある情報は除くことがで

きる。以下同じ)を 添えて環境大臣に報告した

場合

(次 に掲げる事項)①提供回、②許可証等の

発給機関、③許可証等の発給日、④許可証

等の有効期限、⑤提供者、③遺伝資源、⑦

提供者と相互に合意する条件の設定の有無、

①商業的な利用又は非商業的な利用の別

(2)許可証等の発給日から1年を経過しても国際

道守証明書が国際クリアリングハウスに掲載

されない場合

〔第2章第 1の 2:人の健康に係る緊急事態〕

(1)1の 規定は、国際保健規則で定める緊急事態また

は人の健康に対する緊急事態と認められる事態

に対処するための遺伝資源の取得については、

適用しない。この場合、

その取得者は、

緊急事態の収束として認められる条件

を満たした日から6カ 月以内に、

様式第1の報告書に国際道守証明書の

写しを添えて、

(2)(1)の規定にかかわらず、緊急事態の発生及び収

束の時点を特定することが困難な場合は、

(取得者は)

どうする 環境大臣に報告するものとする。

<第 2章第 1の 3:輸入者等による報告>

誰   が ・提供回法令が適用される遺伝資源を他

人から譲 り受けて国内に輸入 した者

(取得者を除く。以下「輸入者」という)

又は

・我が国において当該遺伝資源を譲り受

けた者 (取得者及び輸入者を除く)は、

誰  が

い      つ

環境大IIに報告するものとする。

誰  が

どうする

Vヽ     つ

何  を

・環境大臣に報告するものとする。

当該事態に対処するための遺伝資源を

取得 した日から1年以内に、

様式第1の報告書に区i際遵守証明書の

写しを添えて

が誰

い      つ

何  を
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い     つ

何   を

ための機関 (JBA注 :チ ェックポイ

ント)と して、

必要があると認めるときは、

当該報告 (第 1の 1に基づく報告)を受

けた日から起算 しておおむね 5年 を

経過した後に、

第1の 1に基づく報告において自ら遺

伝資源を利用する旨を報告した者に

対し、

様式第 3に よる遺伝資源の利用に関連

する情報 (以下「遺伝資源利用関連情

報Jと いう)の

・(1)の遺伝資源利用関連情報の提供

を求められたか否かにかかわらず、

当該遺伝資源が適法に取得されたこと

を証する情報として国際連守証明事キ

の日右の識別記号を保布 している坊

合にあっては当該記号を記載した様

式第 1の報告書に国際遵守証明書の

写しを添えて、

国際クリアリングハウスに国際遵守証

明書が掲載される前に固有の識別記

号に代わる適法に取得 したことを証

する情報を保有する場合にあっては

様式第 2の報告書に許可証等の写し

を添えて、

い      つ

誰   に

何  を

| どうする これを環境大臣に報告することができ

るものとする。

<第 2章第 2:遺伝資源に関連する伝統的な知識の

適法な取得に係る報告>

誰  が 第 1の 1か ら3ま でのいずれかの規定

に基づく報告をする者のうち、

当該報告の対象となる遺伝資源の利用

において併せて利用することを目的

として、提供回法令が適用される遺

伝資源に関連する伝統的な知識を取

得して我が国に持ち込んだ者は、

どうする 提供を求めるものとする。

(3)遺伝資源の利用について周知を望む者による報告
*

誰  が ・遺伝資源を利用する者であって提供国

法令を道守して取得された遺伝資源

の利用について周知を希望する者

は 、

い     つ

を 様式第1又 は様式第2の報告書に

どうする 遺伝資源に関連する伝統的な知識を適

法に取得 した旨を記載し、併せて報

告するものとする。

ただし、第 1の 1(2)の場合には、この

限りでない。

<第 2章 第 5:遺伝資源利用関連情報の提供の求め

等>
〔第2章第5の 1 遺伝資源利用関連情報の提供の求め〕

(1)第 1の 1に基づく報辛子において白ら遺伝資源を

利用する旨を報告した者に対する提供の求め
オ

・当該報告 (第 1の 1か ら3ま でのいずれ

かの規定に基づく報告)|こ 当たって、

・環境大臣は、

・議定書第 17条 1(a)に 規定する確認の

様式第 1又は様式第2及び様式第3に

よる報告書により、

遺伝資橡を通法に取得したことを証す

る情報及び遺伝資源利用関連情報を

どうする 環境大臣に、報告することができるも

のとする。

なお、前述の報告または情報の提供を行わなかった

者には指導および助言が行われる。

【適法取得報告の場合】

<第 2章第3の 1:報告に係る指導及び助言>
(1)第 1の 1又は2に 定める期間内に報告をしな

かった者に対する指導及び助言
半

(2)第 2に 定める持ち込んだ者であって第1の 1

又は 2に 定める期間内に報告をしなかった者に

対する指導及び助言
*

【利用関連情報の場合】

<第 2章第5の 1:遺伝資源利用関連情報の提供の

求め>
(2)(1)の 求めにもかかわらず情報を提供しなかった者

を何

い     つ

何

誰

2(テJ

が
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に対する指導及び助言
*

② 報告又は提供された情報の国際クリアリングハウス

ヘの提供及び環境省ウェブサイトヘの掲載ならび

に活用

〔適法取得報告l

<第 2章 第 1の 4:環境大臣によるドI際 クリアリン

グハウスヘの情報の提供>
(1)様式第 1に より報告された情報

半

(報告者に係る情報を提供するかは、当該者の

希望に応じて決定する)

(2)様式第2に より報告された情報
*

(提供は、報告者の希望に応じ、提供する情報

も、当該者の希望に応じて決定する)

<第 2章第 1の 5:環境大臣による情報の周知 (環

境省ウェブサイトヘの掲載
ネ)>

(1)第 2章第 1の 1～ 3の規定に基づき報告された

情報
*

(掲載は、報告者の希望に応じ、掲載する情報

も、当該者の希望に応じて決定する)

(2)ABSに関する措置を的確かつ円滑に行うために

必要な情報
*

<第 2章 第3の 2:国際道守証明書の固有の識別記

号の公表>
・環境大臣は、国際連守証明書の固有の識別番号を公

表し、報告を奨励する。

(取得者に係る情報が含まれない国際遵守証明書

の場合)

【利用関連情報】

<第 2章第5の 2:遣伝資源利用関連情報の活用>
・環境大臣は、1に 基づ き提供 された遺伝資源利

用関連情報を、国際クリアリングハウスヘ提供す

るとともに環境省ウェブサイトヘ掲載する。

(掲載は、報告者の希望に応じ、掲載する情報も、

当該者の希望に応じて決定する)

・環境大臣その他の主務大臣は、1に 共づき提供

された遺伝資源利用関連情報を通じて把握した遺

伝資源の利用実態に即 し、提供国法令の道守に係

る啓発を行う。

③提供回法令の違反の申立てに係る協力

<第 2章第4:提供国法令の達反の申立てに係る協力>
〔第2章第4の 1 議定書の我が日以外の締約日か

ら提供日法令の連反の申立てがあった場合
*〕

環境大臣は、

議定書の我が日以外の締約国から提供

国法令の違反の申立てがあった場合

において、

必要があると認めるときは、

行うものとする。

〔第2章第4の 2 申立てをした議定書の我が国以外

の締約国への情報の提供*〕

どうする 議定書第13条 1に基づき指定した中央

連絡先等を通じ、提供するものとする。

3)第 3章 :遺伝資源の取得の機会及びその利用から

生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する奨励

本章には、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正か

つ衡平な配分に関し、契約を締結するよう努めること

誰  が

い     つ

誰  に 当該申立てのあった事案に係る取得者、

輸入者、遺伝資源又は遺伝資源に関連

する伝統的な知識を利用する者その他

の遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝

統的な知識を取り扱う者に対し、

何  を

どうする

その有する遺伝資源又は遺伝資源に関

連する伝統的な知瀾畿の取得、輸入、利

用その他の取扱いに関する提供国法令

の連反についての情報の

・議定書により締約国が協力の義務を

負うものとして定められた範囲内に

おいて、
.提供を求めるものとする。

誰   が ・また、環境大臣その他の主務大臣は、

い      つ 必要があると認めるときは、

当該遺伝資源又は遺伝資源に関連する

伝統的な知識を取り扱う者に対し、

誰  に

何   を その有する遺伝資源又は遺伝資源に関

連する伝続的な知
“
畿の取得に関する情

報の提供に関し必要な指導及び助言を

どうする

誰  が

Vヽ     つ

誰  に

必要があると認めるときは、

申立てをした議定書の我が国以外の締

約日に

環境大臣は、

何  を 1に より得られた情報を、

269
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(第 1の 1～ 3)、 利益を生物多様性の保全および持続

可能な利用に充てるよう努めること (第 2)、 締結する

契約において当該契約の実施に関する情報の共有のた

めの規定を含めるよう努めること (第 3)、 契約の条項

のひな形の作成等に努めること (第 4)、 行動規範、指

針および最良の実例または基準の作成等に努めること

(第 5)が、規定されている。

4)第 4章 :我が国に存する遺伝資源の取得の機会の

提供

本章には、我が国が、ABS提供国措置をとらない

ことが規定されている。

5)第 5章 :国内における遺伝資源の取得に関する書

類の発給

本章には、独立行政法人等が、遺伝資源が日本国内

において取得されたことを示す書類を発給する場合に

は、主務大臣が、技術的な助言や情報の提供、関係省

庁との調整その他必要な措置を講ずるよう努めること

が規定されている。

6)第 6章 :主務大臣

主務大臣は、財務大臣、文部科学大に、厚生労働大に、

農林水産大 |::、 経済産業大臣または環境大臣とするこ

とが規定されている。

7)附則

(施行期日)

1 この告示は、議定書が日本国について効力を生ず

る日から施行する。

(見直し)

2 この告示は、遺伝資源の取得の機会及び利益の配

分に関する社会的情勢の変化等を勘案し、必要

に応じ見直しを行うものとする。

(我が国に存する遺伝資源の取得の機会の提供に係

る措置の再検討)

3 議定書第6条 1に基づく我が国に存する遺伝資源

の利用のための取得の機会の提供に係る法令の整

備の要否については、遺伝資源の取得の機会及び

利益配分に関する社会的情勢の変化等を勘案し、

この告示の施行の日から起算して5年以内に検討

を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。

8)様式

・様式第 1(第 2革第1お よび第2ま たは第5の 1(3)関係)

・様式第 2(第 2草第1の 1(1)も しくは3および第2ま た

は第5の l13)関係)

。様式第3(第 2章第 5の 1(1)ま たは(3)関係)

今後の見通 しも含め、1月 20日 に指針 (案 )が公表

されてから、我が国が名古屋議定書の締約国となるま

でのスケジュールは、以下の通りである。

(2017年 )

・1月 20日 :指針 (案 )の公表
。1月 20日 ～2月 18日

:指針 (案 )に対する意見募集 (パ ブ

リックコメント)

・2月 24日 :名古屋議定書の承認案を閣議決定

・6月 18日 までのどこか

:第 198回通常国会にて、名古屋議定書

の承認案の採択
。国会承認後、締結の閣議決定まで

:指針の公布

:締結の閣議決定

:批准書等の寄託

・批准書等の寄託から90日後

:名古屋議定書が我が国に対し発効。

同時に、指針の施行。

3.ス ケジュール

お わ り に

「3.ス ケジユール」に示したように、順調にいけば

本年秋頃には、我が国は名古屋議定書の締約国となる

見込みである。」BAは、これまでも、生物多様性条約

の 3つの目的および名古屋議定書の目的を尊重し、そ

れらの達成に向けて産業界等の支援に努めてきた。今

後もさらに、指針に共づく怪I内措置が適切で効果的で

かつ釣り合いのとれた形で運用され機能するよう産業

界等を支援していきたい。

2/θ


